令和７年　月　　日
各自治会代表者　様
防犯協議会　　　　　　支部
支部長　　　　　　　　　　
令和７年防犯灯電気料金補助申請について
　
日頃は地域防犯活動にご尽力くださいましてありがとうございます。
防犯灯の電気料金補助申請について以下のとおりご案内申し上げます。提出期限にご留意のうえ防犯支部長を通じてご申請くださいますようお願いします。
１．補助申請
1 対象期間　　令和７年１月から令和７年12月迄の１年分（基準日：令和７年12月1日）

2 支部長への提出期限　　　令和８年１月　　日（ 　 ）まで　※支部長により記入してください
　 提出先　　防犯協議会支部長　(TEL)　　　　　　-　　　　　-　　　　　　
　　　　　　　　　 (住所)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 提出書類
（ア）『令和７年防犯灯電気料金補助金交付申請書』
（イ）令和７年１２月分電気料金請求内訳書 ＜関西電力㈱発行分＞（全ページ。コピー可。）
（ウ）防犯灯の位置が分かる地図（昨年度から変更があった団体のみ）
（エ）振込指定銀行の通帳の写し
（銀行名・支店名・口座名義（カタカナ）・口座番号が記載されているページ）

● 集合住宅等で共益費等により防犯灯電気料金相当額を負担している団体
（オ）『自治会等の住民が共同住宅の防犯灯電気料金相当額を負担している旨の確認書』


● (イ)電気料金請求内訳書 及び (オ)確認書 の提出ができない団体
※ ただしこの場合は、10W分の年間料金の補助となります。
（カ）防犯灯の位置が分かる地図（必須）
（キ）自治会を構成する世帯が防犯灯電気料金相当額を負担している旨を確認することができる資料(パンフレットなど)
（ク）防犯灯電気料金の支出が確認できる資料（予算書・決算書など）
4 交付日　　令和８年３月下旬を目途にご指定の金融機関へ振り込みます。








　
















２．補助金の対象となる防犯灯
1 自治会で管理し、関西電力㈱と公衆街路灯契約をしている防犯灯
（電気料金内訳書の契約種別が「２＊」「３＊」「４＊」であるもの）

2 公衆のために、一般道路に歩行者用の照明として設置している防犯灯
（階段灯、構内道路灯、駐車場灯、商店街灯の照明は補助の対象外）









３．補助金交付額　
1 別紙の令和７年公衆街路灯（防犯灯）電気料金表のとおり

2 平成25～29年度の間に実施した防犯協議会防犯灯LED化補助制度または枚方市防犯協議会ＬＥＤ防犯灯新設等補助金を活用してされた防犯灯は、原則10W分の年間料金を補助します。

3 年間補助金合計額の百円未満は、切り捨てます。延滞料金は補助対象外です。

4 



【問い合わせ先】枚方市防犯協議会事務局（市役所危機管理政策課内）連絡先：072‐841‐1147

　　防犯灯電気料金補助金交付要項一部抜粋

	[bookmark: _Hlk212544283]交付要件

	１．補助対象となる団体
 主的に地域の防犯活動に取り組んでいる自治会等（自治会、町内会、区、校区コミュニティ協議会、防犯協議会支部等の団体）
※　企業や商店等の事業者及び事業者の団体等については、補助金を受けられません。
２．補助対象となる防犯灯
自治会等又は共同住宅の管理者等が犯罪の防止や通行の安全等のために地域内に設置し、維持管理する蛍光灯、白熱灯及び水銀灯等の照明で、関西電力（株）等と公衆街路灯契約を締結した契約種別がＡ（２＊）又はＢ（３＊）若しくはＣ（４＊）の照明設備のうち次のいずれかに該当するもの
(1)　自治会等が地域内に防犯灯を設置し、当該防犯灯の電気料金を負担しているとき。
(2)　開発事業者等が設置した防犯灯の維持管理を引き受けた自治会等が、当該防犯灯の電気料金を負担しているとき。
(3)　共同住宅の管理者等が防犯灯を管理し、当該防犯灯の電気料金を負担している場合であって、当該共同住宅の住民等で構成される自治会等において、その構成員である住民が共益費または管理費等として当該防犯灯の電気料金相当額を負担しているとき。（「自治会等の住民が共同住宅の防犯灯電気料金相当額を負担している旨の確認書」を提出してください）
　※　関西電力㈱との契約種別が、定額電灯（区分が（１１）、（２１）)及び従量電灯（区分が（３１）、（３３）、（４１）)については、補助対象となりません。

	補助金額

	第４条　各自治会等の防犯灯電気料金補助金の額は、自治会等が電気料金又は電気料金相当額（以下「電気料金等」という。）を負担しているすべての防犯灯の契約区分に応じて、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ計算した額の合計額とする。
 (1)　公衆街路灯契約Ａ（２＊）
ア　防犯灯1灯につき、その容量を40ワットとみなして関西電力㈱等の公衆街路灯Ａ契約の20ワットを超え40ワットまでの料金計算の例により計算した額とする。ただし、各自治会等の負担した電気料金等がこれに満たない場合は、その負担した額とする。なお、防犯灯1灯の容量が200ワットを超える場合は、200ワットを超えるごとに防犯灯１灯分の額を加算する。
イ　枚方市防犯協議会防犯灯LED化事業補助金又は枚方市防犯協議会ＬＥＤ防犯灯新設等補助金を活用し交換した防犯灯については、防犯灯1灯につき関西電力㈱等と公衆街路灯契約10ワット未満の契約をした場合の料金計算の例により計算した額とする。ただし、同条（4）アを除く。
 (2) 公衆街路灯契約Ｂ（３＊）及びＣ（４＊）
ア　月毎の電気使用量（KWh数）にかかわらず、対象地区内の防犯灯（防犯協議会において現地確認したものに限る）1灯につき、その容量を40ワットとみなして関西電力㈱等の公衆街路灯Ａ契約の20ワットを超え40ワットまでの料金計算の例により計算した額とする。
イ　枚方市防犯協議会防犯灯LED化事業補助金又は枚方市防犯協議会ＬＥＤ防犯灯新設等補助金を活用し交換した防犯灯については、防犯灯1灯につき10ワット未満の料金計算の例により計算した額とする。
(3)　契約区分が不明
関西電力㈱等が発行する電気料金請求内訳書の発行を受けることができず、契約区分の確認ができない防犯灯については、防犯灯1灯につき10ワット未満の料金計算の例により計算した額とする。ただし、経過措置として令和２年度及び令和３年度に限り会長が認めた額とする。
(4)　契約区分の例外
ア　令和２年12月１日以前にLED防犯灯新設補助金又は、LED化事業補助金を活用して設置した防犯灯について定格消費電力が10ワット未満の場合、自治会等が負担した電気料金相当額とする。
イ　防犯灯の設置にあたり、法律等（地域協定等含む）により申請団体の意思に関わらず照明器具等に制約を受け10ワット未満の設置が困難であると会長が認めた場合は、会長が認めた額とする。
※　毎年、関西電力㈱資料に基づき電気料金補助金の単価表を作成し、申請時期までに配布します。



【重要】お知らせ
　これまで防犯灯の補助は、枚方市防犯協議会が行っていましたが、令和８年度（令和８年１月から令和８年12月迄の１年分）から、枚方市が直接補助する予定です。詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせしますが、下記の点が変更になる予定です。
1 申請先
変更前：枚方市防犯協議会
→変更後：枚方市
2 添付資料（電気料金の負担がわかる資料として）
変更前：当該年の１２月分電気料金請求内訳書 ＜関西電力㈱発行分＞
→変更後：当該年の１２月分電気料金請求内訳書 ＜関西電力㈱発行分＞及び年間（12か月分）の
　　　　　支払いがわかるもの。
※令和８年１月分からの書類（電気料金請求内訳書・通帳の写し等）の準備をしておいてください。

